
第 23回福津市農業委員会総会議事録 

 

開催日時：令和 7年 11月 5日 午後 14時 30分から 

開催場所：福津市役所 別館 1F大ホール 

出席者：農業委員 11名、推進委員 10名、事務局 2名 

欠席者：0名 

議事録署名委員：農業委員 2名 
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只今から第 23 回福津市農業委員会総会を開会いたします。 

本日の総会の出席委員数は、欠席者が農業委員 0名、推進委員 0名で、農業委員

11 名、推進委員 10 名の出席です。よって、福津市農業委員会会議規程第 10 条に

規定している定数に達していますので、本会議が成立していますことをご報告申し

上げます。それでは、開会にあたって会長がご挨拶いたします。 

<会長挨拶> 

ありがとうございました。これより、会議規程第 8 条の規定に基づき、会長が議長となっ

て進行していただきます。 

議案の審議に入る前に、会議規程第44条の規定による議事録署名委員の指名をいた

します。本日は、11 番、3 番の委員の方お願いします。 

本日の議案ですが、日程第 1、議案第 167 号から、日程第 5、議案第 171 号までの審

議をお願いします。なお、採決につきましては、農業委員のみの挙手による採決となり

ますので、ご了承ください。 

それでは議案の審議に入ります。 

日程第 1、議案第 167 号、農地法第 3条の規定による許可申請について、まずは番号

1について、事務局、朗読説明をお願いします。 

<議案朗読> 

本議案の詳細について、地元委員の説明をお願いします。 

申請地は原野のような状態となっており、そのような場所で何を作られるのかをお聞きし

たところ、キウイや梨を作付け予定との話を聞いております。譲受人は他市町村でも果
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樹の栽培の実績があるとのことです。水利や地質は問題ないとのことで地元委員として

も、少しでも原野がなくなるという事が望ましいので承諾をしております。 

ただいま説明がありましたが、委員の皆さまからご質疑等はありませんか。 

ないようですので、質疑を終え、採決に入りたいと思います。本議案について、賛成の

方は挙手をお願いします。全会一致で、許可とします。 

次に番号 2について、事務局、朗読説明をお願いします。 

<議案朗読> 

本議案の詳細について、地元委員の説明をお願いします。 

譲渡人は現在農業を営んでおりません。譲受人は以前 3条申請を何度かされた方で、

そちらでオリーブや果樹栽培を行っており、今回の申請地はそちらの隣の農地となって

おります。 

ただいま説明がありましたが、委員の皆さまからご質疑等はありませんか。 

ないようですので、質疑を終え、採決に入りたいと思います。本議案について、賛成の

方は挙手をお願いします。全会一致で、許可とします。 

次に番号 3について、事務局、朗読説明をお願いします。 

<議案朗読> 

本議案の詳細について、地元委員の説明をお願いします。 

番号 1 の議案と同じ方の申請となります。先ほどの申請地から 100ｍほど離れた場所で

あり、作付け内容は同様とのことで、地元委員としても承諾しました。 

ただいま説明がありましたが、委員の皆さまからご質疑等はありませんか。 

ないようですので、質疑を終え、採決に入りたいと思います。本議案について、賛成の

方は挙手をお願いします。全会一致で、許可とします。 

次に日程第 2、議案第 168 号、農地法第 5 条の規定による許可申請について、番号 1

についてですが、現地確認時に事務局から説明がありましたとおり、一旦保留とさせて

いただきましたので、次の番号 2について、事務局、朗読説明をお願いします。 

<議案朗読> 

本議案の詳細について、地元委員の説明をお願いします。 

譲受人はボーリング調査を行う法人でございまして、昨年末に 3.4 カ月ほど調査をして

おり、近隣トラブル等はありませんでした。今年度も同様の調査を行いたいとのことでの

申請でございます。 
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ただいま説明がありましたが、委員の皆さまからご質疑等はありませんか。 

ないようですので、質疑を終え、採決に入りたいと思います。本議案について、賛成の

方は挙手をお願いします。全会一致で、許可とします。 

次に番号3ですが、こちらは 8月総会の際の修正議案となっております。事務局、朗読

説明をお願いします。 

<議案朗読> 

ただいま説明がありましたが、委員の皆さまからご質疑等はありませんか。 

ないようですので、質疑を終え、採決に入りたいと思います。本議案について、賛成の

方は挙手をお願いします。全会一致で、許可とします。 

次に日程第 3、議案第 169 号、農地移動適正化あっせん事業、相手方選定について、

事務局、朗読説明をお願いします。 

<議案朗読> 

あっせん事業について、買い手側からの農地取得の申し出になります。 

今後、あっせん委員会を開催することになりますが、本日は、その際出席いただく、あっ

せん委員を 2名、指名いたします。 

対象農地の所在地等を考慮いたしまして、4 番、15 番の委員のお二人にお願いしたい

と思います。 

なお、あっせん委員会の開催日については、今のところ、今月18日（火）の午前中で進

めていますが、お相手のご都合もありますので、詳細については、後日、連絡調整をさ

せていただきます。よろしいでしょうか？ 

【指名委員承諾】 

ありがとうございます。それでは、あっせん委員会に出席いただく、あっせん委員 2名に

ついては、4 番、15 番の委員の方にお願いしたいと思いますが、お二人を指名すること

に承認いただける方は挙手をお願いします。 

全会一致で、承認することにいたします。 

次に日程第 4、議案第 170号、転用許可不要の届出報告について、番号 1から番号 3

までを一括して、事務局、朗読説明をお願いします。 

<議案朗読> 

農地法許可不要行為の届出になりますが、これについては、報告事項となりますので、

以上で本案件を終えたいと思います。 
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次に日程第 5、議案第 171 号、福津市農用地利用集積化計画の策定について、事務

局、朗読説明をお願いします。 

<議案朗読> 

本議案について、委員の皆さまから、何かご意見等はありませんか。 

ないようですので、採決に入りたいと思います。市の利用集積に関する計画になります

が、本計画の策定を承認し、賛成される方は挙手をお願いします。 

全会一致で、承認することとし、担当課にはその旨回答したいと思います。 

以上で本日の議事は終了しましたが､最後に、本日のこの会議全体を通して、何かご意

見や、また、委員の皆さまから報告事項等がありましたら、ここでお願いします。 

ないようですので、議長の任を解かしていただき、後は事務局にお返ししたいと思いま

す。 

会長ありがとうございました。次回の総会は、12 月 5 日（金）となります。 

それでは、以上を持ちまして、第 23回福津市農業委員会総会を閉会します。 

 


